
 

補助事業を行う ために締結する契約等の取扱いについて 

（ 平成 29 年４ 月１ 日、 佐賀県健康福祉部）  

 
（ 総則）  
１  補助事業を行う ために締結する契約については、 県が行う 契約手続の取扱いに準じなければ

なら ない。（「 佐賀県財務規則（ 平成４ 年佐賀県規則第 35 号）」 参照）  
  なお、 市町において締結する契約については、 市町が行う 契約手続の取扱いに準じなければ

なら ない。  
 
（ 契約の方法）  
２  契約の方法については、 次のと おり と する。  
 ( 1)  補助事業を行う ために締結する契約については、 最も 競争性、 透明性、 経済性等に優れ、

不特定多数の参加者を募る調達方法である「 一般競争入札」（「 条件付一般競争入札」 を含

む。 以下同じ。） を原則と する。（ 注意点： 多数の参加者を募るための入札公告等を適切に行

う こ と 。）  
 ( 2)  ただし、 ( 1) の原則を貫く と 契約までの準備に多く の作業や時間が必要と なり 、 結果と し

て当初の目的が達成できなく なるなどの弊害が生じるこ と があり 得るため、 一定の場合に

は、「 指名競争入札」 や「 随意契約」 による調達を例外的な取扱いと して認める。  
  ① 「 指名競争入札」 を実施しよう と する場合は、「 一般競争入札」 により がたい理由につい

て知事の承認を得るも のと し、 こ の場合、 原則と して、 ５ 人以上の者を指名しなければな

らない。（ 注意点：「 一般競争入札」 により がたい理由については早めに県と 協議するこ

と 。）  
  ② 「 随意契約」 によるこ と ができるのは、 予定価格の額が、 次に掲げる契約の種類に応

じ、 それぞれに定める額を超えない額と し、 こ の場合、 原則と して、 ２ 人以上の者に見積

り を行わせなければならない。 ただし、 １ 件の予定金額が 10 万円未満（ 分解を要する物品

等の修繕は 30 万円未満） の契約（ 少額随契） 等（ 別表参照） については、 単一の業者から

見積書を徴するだけで契約（ 以下「 単一業者と の随意契約」 と いう 。） できるも のと する。

（ 注意点： 少額随契以外の単一業者と の随意契約については、 事前に県に確認するこ と 。）  

    なお、 補助事業者が個人や小規模の法人等の場合で、 一般競争入札及び指名競争入札

（ 以下「 競争」 と いう 。） の実施が困難な理由について知事の承認を得たと きは、「 随意契

約」 による調達を例外的に認めるも のと する。（ 注意点： 競争の実施が困難な理由について

は、 当該法人等の手続き規程等を確認し、 社会通念上も 適当と 判断さ れる場合に適用す

る。）  

   ア 工事又は製造の請負 2, 500, 000 円 

   イ  財産の買入れ 1, 600, 000 円 

   ウ 物件の借入れ 800, 000 円 

   エ アから ウに掲げるも の以外のも の 1, 000, 000 円 

   オ プロポーザル方式による契約など価格競争に適さ ないも のに係る随意契約 

 ( 3)  さ ら に、 地域活性化の観点から、 地元企業が受注し地域経済に貢献するこ と も 求めら れて

おり 、 こ の点も 踏まえ調達がなさ れる必要があり 、 別紙『 佐賀県ローカル発注促進要領』 の
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と おり 県内企業と 契約するよう に努めなければなら ない。（ 注意点： 県外企業に入札書又は

見積書の提出を 依頼する 場合、 県外企業と 契約を 締結する 場合、 元請企業が県外企業と 下請

契約又は材料納入契約を 締結する 場合等については、 事前に理由書を 県に提出し なければな

ら ない。）  
 ( 4)  加えて、「 国等による障害者就労施設等から の物品等の調達の推進等に関する法律（ 平成

24 年法律第 50 号）」（ 障害者優先調達推進法） の趣旨に基づき、 障害者就労支援施設等と 契

約するよう 努めなければなら ない。 なお、 障害者就労支援施設等と は、 次の者をいう 。  

  ① 「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 平成 17 年法律第 123

号）」（ 障害者総合支援法） に基づく 事業所・ 施設等（ 障害福祉サービス事業所等）  

   ・  就労移行支援事業所 

   ・  就労継続支援事業所（ Ａ型・ Ｂ 型）  

   ・  生活介護事業所 

   ・  障害者支援施設（ 就労移行支援、 就労継続支援、 生活介護を行う も のに限る）  

   ・  地域活動支援センター 

   ・  小規模作業所 

  ② 障害者を多数雇用している企業 

   ・  障害者雇用促進法の特例子会社 

   ・  重度障害者多数雇用事業所 

  ③ 在宅就業障害者等 

   ・  自宅等において物品の製造、 役務の提供等の業務を自ら 行う 障害者（ 在宅就業障害者）  

   ・  在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う 団体（ 在宅就業支援団体）  

 

 ( 契約事務の事前届出)  

３  補助事業者は、 契約（ 当該契約を随意契約の方法により 締結するも のにあっては、 １ 件の予 

定価格の額が 100 万円（ 工事又は製造の請負にあっては 250 万円、 財産の買入れにあっては 160

万円） を超えるも のに限る。 ) を締結すると きは、 当該契約に係る事務を執行する前に、 次に掲

げる事項について知事に届け出るこ と 。（ 注意点： 一般競争入札及び指名競争入札を行う 場合

は、 公告案等を添付するこ と 。）  
 ( 1)  事業内容 

 ( 2)  履行期間 

 ( 3)  契約の方法( 一般競争入札、 指名競争入札、 見積り 合わせによる随意契約及び単一者と の

随意契約の別) 及びその理由 

 ( 4)  入札保証金又は契約保証金の要否 

 ( 5)  代金支払の方法 

 ( 6)  その他必要な事項 

 

 ( 競争の公告等)  

４  補助事業者は、 競争を行う 場合は、 次のと おり 公告又は通知をしなければならない。  
 ( 1)  一般競争入札を行う 場合は、 予定価格が５ 百万円以上５ 千万円未満の場合は開札日の１ ０

日前、 ５ 千万円以上の場合は開札日の１ ５ 日前までに、 おおむね次に掲げる事項をインター



ネッ ト を利用して閲覧に供する方法、 新聞への掲載、 掲示板への掲示その他の方法により 公

告しなければなら ない。 ただし、 急を要する場合においては、 その期間を短縮するこ と がで

きる。（ 注意点： 別紙『 佐賀県ローカル発注促進要領』 に留意すると と も に、 広く 一般に周

知するこ と 。）  
  ① 一般競争入札に付する事項 
  ② 一般競争入札を行う 日時及び場所 
  ③ 一般競争入札に参加する者に必要な資格 
  ④ 郵送による一般競争入札については、 郵送の方法並びに到着の日時及び場所 
  ⑤ 一般競争入札の保証金の額並びにこ れを納入し、 及び返還する時期 
  ⑥ 一般競争入札を無効と する場合 
  ⑦ 一般競争入札を中止と する場合 
  ⑧ 契約内容を示す場所 
  ⑨ ①～⑧に掲げるも ののほか、 必要な事項 
 ( 2)  指名競争入札を行う 場合は、 予定価格が５ 百万円以上５ 千万円未満の場合は開札日の１ ０

日前、 ５ 千万円以上の場合は開札日の１ ５ 日前までに、 ( 1)の①、 ②及び④から ⑨までに掲

げる事項を、 指名する者に通知しなければならない。 ただし、 急を要する場合においては、

その期間を短縮するこ と ができる。  
 

 ( 予定価格)  

５  補助事業者は、 競争を行う 場合は、 競争に付する事項の予定価格を記入した予定価格調書そ

の他必要な書類を封印し、 開札を行う 際に、 当該競争の場所に置かなければならない。  
 

 ( 最低制限価格)  

６  補助事業者は、 競争により 工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよう と する場

合において、 当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると 認めると きは、

あら かじめ最低制限価格を設けて、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも って申込みをし

た者を落札者と せず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をも って申込

みをした者のう ち最低の価格をも って申込みをした者を落札者と するこ と ができる。（ 注意点：

最低制限価格を設ける場合は、 知事が別に定める方法により 算出した額と するこ と 。）  
 

 ( 契約締結後の届出)  

７  補助事業者は、 競争により 契約を締結した時は、 入札結果及び契約書の写しを知事に届け出 

るこ と 。 また、 当該契約の内容を変更する場合については、 上記３ に準じて事前に届け出ると  

と も に、 変更契約後、 契約書の写しを知事に届け出るこ と 。  

（ 注意点： 県外企業と 契約を締結する場合等は、 別紙『 佐賀県ローカル発注促進要領』 により  
事前に理由書を県に提出しなければならない。）  

  



＜別表＞単一の業者から 見積書を徴するだけで契約できるも の 

契約できる事項 
県と の協議の要否等 

（ ○協議を要す、 ●協議不要）  

ア 緊急の必要により 、 ２ 人以上の者から 見積書を徴する

暇がないと き。  

○「 緊急随契」 と し、 その具体的

理由について協議 

イ 特許品、 特殊技術製品又は特殊規格品等でその取扱店

が１ 店のみであり 、 事実上２ 人以上の者から 見積書を徴

するこ と ができないと き。  

●「 取扱店一店のため随契」 と

し、 具体的協議不要 

ウ 購入しよう と する物品と 同一の品質、 規格のも のが市

販品と してどこ にでも 販売さ れており 、 いずれで購入し

ても その価格に相違がなく ２ 人以上の者から 見積書を徴

するこ と が無意味と 認めら れると き。  

●「 定価販売品につき随契」 と

し、 具体的協議不要 

エ 過去６ ヶ 月以内において、 当該購入予定物品の種類及

び数量をほぼ同じく する契約（ 競争入札又は見積り 合わ

せの方法で契約した場合） を既に締結したこ と のある物

品について、 その後経済上の変動も なく 、 かつ、 購入の

相手方が前回の納入単価で納入するこ と について了承し

たと き。  

●「 ○年○月○日一般競争入札

（ ○年○月○日見積り 合わ

せ） による契約価格と 同値」

と し、 具体的協議不要 

オ １ 件の予定金額１ ０ 万円未満（ 分解を要する物品等の

修繕は、 ３ ０ 万円未満） の契約に当たり ２ 人以上の者か

ら 見積書を徴するこ と は、 こ れに要する経費等を考慮す

ると き、 得失相償わないと 認められ、 かつ、 確実に契約

の履行が確保できる見込みのあると き。  

●「 少額経費につき随契」 と し、

具体的協議不要 

カ 物品の修繕等でその物品の購入店と 契約する方が有 

利と 認めら れると き。  

○「 購入店と 随契」 と し、 その具

体的理由について協議 

キ 現に履行中の工事、 製造又は物件の供給に直接関連す

る契約を現に履行中の契約の相手方以外の業者をして履

行さ せるこ と が不利であると き。  

○「 ○年○月○日締結の契約と 関

連する契約」 と し、 その具体

的理由について協議 

 
  



佐賀県ローカル発注促進要領 
 
（ 目的）  
１  こ の要領は、 佐賀県（ 以下「 県」 と いう 。） から 補助金の交付決定を受けた者（ 以下「 補助事業

者」 と いう 。） が事業を実施するにあたり 、ローカル発注を促進しても らう こ と で県内企業の受注

機会を確保し、 雇用の維持を図るこ と を目的と する。  
 
（ 定義）  
２  「 ローカル発注」 と は、 工事の発注や物件、 役務の調達を行う にあたり 、 県内企業を優先的に

活用するこ と である。  
３  「 県内企業」 及び「 県外企業」 と は、 表のと おり と する。  
 

区分 県内企業 県外企業 

（ １ ）  

工事請負契約  

（ 下請契約及び材料納入契約

を含む）  

○県内に本店を有する者 

○法面工事、 ガード レール設置等の安全施設設置

工事、 電気工事及び管工事について、 県内企業と

同等の企業活動をしている県外企業(「 準県内企

業」 と いう 。 ) 
 
※準県内企業と は、 県内に支店等を有し、 以下の

工事区分ごと の要件をすべて満たす者と する。  
 
①法面工事 
・ 県内事業所における従業員数が１ ５ 名以上 
・ 県内事業所における県内在住従業員比率が２ ／

３ 以上 
・ 県内事業所における主任技術者数が５ 名以上 
・ 資材置場、 倉庫等が県内に有する  
・ 施工実績が１ ０ ０ 件以上 
 

ただし、 設計価格３ 千万円以上の法面工事につ

いては、 次の要件をすべて満たす者も 準県内企業

と して取り 扱う 。  
・ 県内事業所における従業員数が４ 名以上１ ５ 名

未満 
・ 県内事業所における県内在住従業員比率が５

０ ％以上 
・ 県内事業所における主任技術者数が２ 名以上 
・ 資材置場、 倉庫等が県内に有する  
・ 施工実績が５ ０ 件以上 
 

左記以外

の企業 
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②設計価格３ ５ ０ 万円以上の安全施設設置工事 
・ 県内事業所における従業員数が４ 名以上 
・ 県内事業所における県内在住従業員比率が５

０ ％以上 
・ 県内事業所における主任技術者数が２ 名以上 
・ 資材置場、 倉庫等を県内に有する  
・ 施工実績が２ ０ ０ 件以上 
 
③設計価格３ 億円以上かつ特定建設工事共同企業

体案件の電気工事（ 信号機以外）  
・ 県内事業所における従業員数が５ ０ 名以上 
・ 県内事業所における県内在住従業員比率が５

０ ％以上 
・ 県内事業所における主任技術者数が５ 名以上 
・ 資材置場、 倉庫等を県内に有する  
・ 施工実績が１ ０ ０ 件以上 
 
④設計価格３ 億円以上かつ特定建設工事共同企業

体案件の管工事 
・ 県内事業所における従業員数が５ ０ 名以上 
・ 県内事業所における県内在住従業員比率が５

０ ％以上 
・ 県内事業所における主任技術者数が５ 名以上 
・ 資材置場、 倉庫等を県内に有する  
・ 施工実績が１ ０ ０ 件以上 
 
（ 注） 施工実績は、 過去１ ０ 年間において、 国・

地方公共団体等が発注した５ ０ ０ 万円以上の同種

の請負工事を元請と して施工したも の 
 

  

物件、 役務

の 

調達契約 

（ ２ ）  

Ｉ Ｔ システム

等 

（ 下請契約を

含む）  

○県内に本店を有する者 

○県内に支店等を有し、 県内支店等に勤務する従

業員比率が５ ０ ％以上の者又は県内支店等に勤務

する従業員数が５ ０ 人以上（ う ちＳ Ｅ 数が３ ０ 人

以上） の者 

○国等による障害者就労施設等から の物品等の調

達の推進等に関する法律第２ 条第４ 項に規定する

「 障害者就労施設等」（ 県内に所在する者に限

る）  



（ ３ ）  

その他物件、  

役務の調達 

○県内に本店を有する者 

○県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業

員比率が５ ０ ％以上の者又は県内支店等に勤務す

る従業員数が５ ０ 人以上の者 

○誘致企業 

○国等による障害者就労施設等から の物品等の調

達の推進等に関する法律第２ 条第４ 項に規定する

「 障害者就労施設等」（ 県内に所在する者に限

る）  

 

（ 入札等による発注を予定している場合）  
４  補助事業者は、 入札等により 発注先を選定する場合、 県内企業が参加できるよう に努めなけれ

ばなら ない。 また、 県外企業から入札書又は見積書の提出を依頼すると きは、 様式１ の理由書を

条件付一般競争入札の場合は入札公告前、 指名競争入札の場合は指名通知前、 随意契約の場合は

見積書提出依頼前までに県に提出しなければならない。  
 
（ 県外企業と 契約する場合）  
５  補助事業者は、 県外企業と 契約を締結すると きは、 契約締結前までに県に様式２ の理由書を提

出しなければなら ない。 ただし、 単一企業と の随意契約を締結する場合はこ の限り でない。  
 
６  補助事業者は、 第３ 項の表（ １ ） の工事請負契約又は（ ２ ） のＩ Ｔ システム等調達契約を締結

した場合において、契約を締結した企業（ 以下「 元請企業」 と いう 。） が、下請契約又は材料納入

契約を締結すると きは、 県内企業と 締結する旨を要請するも のと する。   
 
７  前項にかかわら ず、 元請企業が、 県外企業と 下請契約又は材料納入契約を締結すると きは、 補

助事業者は様式３ の理由書を契約締結前までに元請企業から 受領し、速やかに県に提出しなけれ

ばなら ない。  
 
 
附則 
 こ の要領は、 平成２ ４ 年１ ０ 月９ 日から 施行する。  
 
附則 
 こ の要領は、 平成２ ６ 年１ 月２ ７ 日から 施行する。  
 
附則 
 こ の要領は、 平成２ ７ 年１ ０ 月２ 日から 施行する。  
 
 
 



  



様式１  

 

入札等に県外企業の参加を可能にした理由書 
  

補助事業名   

補助事業者名   

契約概要   

契約方法 

※該当部分に○ 

条件付一般競争入札   ・   指名競争入札 

見積合せ随意契約 ・  単一随意契約 ・   その他方法 

契約予定額 

※概算 
  

県外企業の参加を

可能にした理由 

  

 

 

  



様式２  

 

県外企業と 契約する理由書  
  

補助事業名   

補助事業者名   

契約する県外企業名   

住所 

※本店の所在地 

  

契約概要   

契約予定額 

※概算 
  

理由 

  

 

 
 
  



様式３  

 

下請先（ 材料納入先） を県外企業と した理由書 
  

補助事業名   

補助事業者名   

元請企業名   

元請企業が補助事業者

と 締結した契約概要 
  

下請企業名 

（ 材料納入企業名）  

  

下請企業の住所 

（ 材料納入企業の住

所）  

※本店の所在地 

  

下請（ 材料） 金額 

※税込 

  

理由 

  

 

 

  



参考図 

 

理由書の提出を求める時期について 
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